別紙４

申請書添付資料作成上の注意事項

１　営業経歴書
（１）パンフレットや総会等で使用する資料等で、様式１と同じ内容のものがあれば、様式１に代えてかまいません。　

２　履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書（コピー可）
（１）法人のみ提出してください。
（２）申請日前３か月以内に発行されたもので現状を反映しているものに限ります。

３　身分証明書（コピー可）
（１）個人事業主のみ提出してください。（法人の代表者の身分証明書は必要ありません。）
（２）身分証明書とは、本籍地の市区町村が発行する証明書です。
（３）申請日前３か月以内に発行されたもので現状を反映しているものに限ります。

４　住民票（コピー可）
（１）個人事業主のみ提出してください。
（２）マイナンバー・本籍地・続柄は記載不要です。
（３）申請日前３か月以内に発行されたもので現状を反映しているものに限ります。

５　登記されていないことの証明書（コピー可）
（１）成年被後見人、被保佐人等でないことの証明です。
（２）個人事業主のみ提出してください。
（３）申請日前３か月以内に発行されたもので現状を反映しているものに限ります。
（４）申請書用紙は、最寄りの法務局・地方法務局、法務省のホームページ等で入手できます。
　
６　一般貨物自動車運送事業許可書の写し
（１）霊柩車が軽自動車である場合には、貨物軽自動車運送事業経営届出書のコピー又は、軽自動車検査協会が発行する証明書を提出してください。

７　役員名簿及び組合員名簿
（１）事業協同組合、協業組合、企業組合等、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律及び同法施行令に規定する組合のみ提出してください。
（２）申請日現在の名簿を提出してください。
（３）役員氏名、役職名、組合員名並びにその代表者氏名及び営業所所在地を記入してください。

８　納税証明書その３の２・・・「申告所得税及復興特別所得税」と「消費税及地方消費税」に未納の税額がないことの証明書（個人用）（コピー可）
（１）個人事業主のみ提出してください。
（２）未納が無いことを証明できる納税証明書を提出してください。
（３）消費税及び地方消費税の納税証明書は、免税業者の場合でも提出が必要です。
（４）申請日前３か月以内に発行されたものに限ります。

９　納税証明書その３の３・・・「法人税」と「消費税及地方消費税」に未納の税額がないことの証明書(法人用) （コピー可）
（１）法人のみ提出してください。税務署で発行しています。
（２）未納が無いことを証明できる納税証明書を提出してください。
（３）消費税及び地方消費税の納税証明書は、免税業者の場合でも提出が必要です。
（４）申請日前３か月以内に発行されたものに限ります。
（５）新設会社であっても発行されます。

１０　納税証明書又は非課税証明書（コピー可）
（１）次に掲げる証明書を提出してください。
　　　・法人の場合、申請日直前１年分の完納が証明できる法人市民税の納税証明書（さいたま市発行のもの）と法人事業税の納税証明書又は非課税証明書の両方
　　　・個人事業主の場合、代表者の令和７年度個人市・県民税の納税証明書又は非課税証明書と個人事業税の納税証明書又は非課税証明書の両方
（２）納税証明書又は非課税証明書は、さいたま市各市税事務所、各区市税の窓口、各支所、市民の窓口（法人事業税、個人事業税のみ各県税事務所）で発行しています。
（３）事業所を開設してから、１事業期間を経ていないため、法人市民税、法人事業税を賦課されていない場合は、設立届の写し（受理印のあるもの）又は営業証明書（コピー可）を提出してください。
（４）営業証明書は（２）と同じ場所で発行しています。
（５）申請日前３か月以内に発行されたものに限ります。

１１　遺体の保管場所の住所及び案内図
（１）任意の様式で構いません。
（２）最寄り駅からの案内図にしてください。

１２　誓約書
注意事項なし。
